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区
漁
業
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整
委
員
会

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
号

青
森
県
東
部
海
区
管
内
に
お
け
る
と
ど
の
採
捕(

生
け
捕
り
又
は
猟
銃
を
使
用
す
る
者
に
限
る
。)

に
つ
い
て
、
漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

川

口

克

忠

一

定

義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、

｢

と
ど｣

と
は
、
ア
シ
カ
亜
目

(

ア
シ
カ
科)

の
と
ど
を
い
う
。

二

採
捕
の
承
認

青
森
県
東
部
海
区
海
域
に
お
い
て
、
と
ど
を
採
捕
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
青
森
県
東
部
海
区
漁

業
調
整
委
員
会

(

以
下

｢

委
員
会｣

と
い
う
。)

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

承
認
の
手
続
き

と
ど
の
採
捕
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
と
ど
採
捕
承
認
事
務
取
扱
要
領

に
基
づ
き
、
と
ど
採
捕
承
認
申
請
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

承
認
の
対
象
者

承
認
の
対
象
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

試
験
研
究
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
者

２

漁
具
被
害
等
の
漁
業
被
害
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
者

３

そ
の
他
委
員
会
が
特
に
認
め
た
者

五

承
認
を
し
な
い
場
合

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
承
認
を
し
な
い
。

１

申
請
者
が
漁
業
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
す
る
精
神
を
著
し
く
欠
く
者
で
あ
る
と
き

２

そ
の
他
委
員
会
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

六

承
認
者
数
の
制
限

委
員
会
は
、
と
ど
の
採
捕
の
承
認
者
数
の
最
高
限
度
を
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

七

採
捕
の
期
間

採
捕
の
期
間
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

八

採
捕
数
の
制
限

委
員
会
は
、
と
ど
の
採
捕
数
の
最
高
限
度
を
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

九

承
認
証
の
交
付

委
員
会
は
、
採
捕
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
と
ど
採
捕
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

十

承
認
証
の
携
帯
義
務

承
認
を
受
け
た
者
は
、
と
ど
を
採
補
す
る
と
き
に
は
、
当
該
承
認
証
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

十
一

採
捕
の
制
限
又
は
条
件
及
び
停
止

委
員
会
は
、
と
ど
の
繁
殖
保
護
又
は
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
を
制

限
し
、
条
件
を
付
け
、
又
は
採
捕
の
停
止
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
二

承
認
の
取
消
し

委
員
会
は
、
承
認
を
受
け
た
者
が
こ
の
指
示
の
内
容
に
違
反
し
た
と
き
は
、
承
認
を
取
消
す
こ

と
が
で
き
る
。

十
三

所
持
販
売
の
禁
止

委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
い
者
が
採
補
し
た
と
ど
は
、
こ
れ
を
所
持
し
、
又
は
販
売
し
て
は
な

ら
な
い
。

十
四

報
告
書
の
提
出
等
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( )

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
頭
数
及
び
揚
収
後
の
処
理
状
況
等
に
つ
い
て
別
に
定
め
る
と
ど
採

捕
報
告
書
に
よ
り
、
採
捕
後
速
や
か
に
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
五

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
承
認
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
と
ど
採
捕
承
認
事
務

取
扱
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

十
六

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す

る
。

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
九
号

青
森
県
西
部
海
区
管
内
に
お
け
る
と
ど
の
採
捕(

生
け
捕
り
又
は
猟
銃
を
使
用
す
る
者
に
限
る
。)

に
つ
い
て
、
漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

船

橋

正

良

一

定

義

こ
の
指
示
に
お
い
て
、

｢

と
ど｣

と
は
、
ア
シ
カ
亜
目

(

ア
シ
カ
科)

の
と
ど
を
い
う
。

二

採
捕
の
承
認

青
森
県
西
部
海
区
海
域
に
お
い
て
、
と
ど
を
採
捕
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
青
森
県
西
部
海
区
漁

業
調
整
委
員
会

(

以
下

｢

委
員
会｣

と
い
う
。)

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

承
認
の
手
続
き

と
ど
の
採
捕
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
と
ど
採
捕
承
認
事
務
取
扱
要
領

に
基
づ
き
、
と
ど
採
捕
承
認
申
請
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

承
認
の
対
象
者

承
認
の
対
象
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

１

試
験
研
究
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
者

２

漁
具
被
害
等
の
漁
業
被
害
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
者

３

そ
の
他
委
員
会
が
特
に
認
め
た
者

五

承
認
を
し
な
い
場
合

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
承
認
を
し
な
い
。

１

申
請
者
が
漁
業
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
す
る
精
神
を
著
し
く
欠
く
者
で
あ
る
と
き

２

そ
の
他
委
員
会
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

六

承
認
者
数
の
制
限

委
員
会
は
、
と
ど
の
採
捕
の
承
認
者
数
の
最
高
限
度
を
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

七

採
捕
の
期
間

採
捕
の
期
間
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

八

採
捕
数
の
制
限

委
員
会
は
、
と
ど
の
採
捕
数
の
最
高
限
度
を
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

九

承
認
証
の
交
付

委
員
会
は
、
採
捕
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
と
ど
採
捕
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

十

承
認
証
の
携
帯
義
務

承
認
を
受
け
た
者
は
、
と
ど
を
採
補
す
る
と
き
に
は
、
当
該
承
認
証
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

十
一

採
捕
の
制
限
又
は
条
件
及
び
停
止

委
員
会
は
、
と
ど
の
繁
殖
保
護
又
は
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
を
制

限
し
、
条
件
を
付
け
、
又
は
採
捕
の
停
止
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
二

承
認
の
取
消
し

委
員
会
は
、
承
認
を
受
け
た
者
が
こ
の
指
示
の
内
容
に
違
反
し
た
と
き
は
、
承
認
を
取
消
す
こ

と
が
で
き
る
。

十
三

所
持
販
売
の
禁
止

委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
い
者
が
採
補
し
た
と
ど
は
、
こ
れ
を
所
持
し
、
又
は
販
売
し
て
は
な

ら
な
い
。

十
四

報
告
書
の
提
出
等

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
頭
数
及
び
揚
収
後
の
処
理
状
況
等
に
つ
い
て
別
に
定
め
る
と
ど
採

捕
報
告
書
に
よ
り
、
採
捕
後
速
や
か
に
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
五

取
扱
要
領

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
承
認
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
と
ど
採
捕
承
認
事
務

取
扱
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

十
六

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す

る
。
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( )

と
ど
採
捕
承
認
事
務
取
扱
要
領

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
青
森
県
東
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
号
及
び
青
森
県
西
部

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
九
号
に
基
づ
く
と
ど
採
捕
承
認
等
に
係
る
事
務
取
扱
要
領
を
次
の
と

お
り
定
め
る
。

一

承
認
の
申
請

と
ど
の
採
捕
の
承
認

(

以
下

｢

採
捕
の
承
認｣

と
い
う
。)

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
と
ど

採
捕
承
認
申
請
書

(
第
一
号
様
式
。
以
下

｢

申
請
書｣

と
い
う
。)

を
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
採
補
し
よ
う
と
す
る
海
区
の
委
員
会

(

以
下

｢

委
員
会｣

と
い
う
。)

に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

１

申
請
理
由
書

２

採
捕
計
画
書

(

第
二
号
様
式)

３

船
舶

(

漁
船
を
除
く
。)

を
使
用
す
る
場
合
は
、
当
該
船
舶
の
船
舶
検
査
証
書

(

写)

４

用
船
に
よ
る
場
合
は
、
船
舶
使
用
承
諾
書

(
印
鑑
証
明
書
添
付)

５

銃
所
持
許
可
証

(

写)
(

猟
銃
を
使
用
し
な
い
場
合
を
除
く
。)

６

申
請
者
の
所
属
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
意
見
書

(

た
だ
し
、
市
町
村
が
申
請
す
る
場
合
は
関
係
漁
業
協
同
組
合
の
意
見
書)

７

そ
の
他
委
員
会
が
特
に
必
要
と
す
る
書
類

二

承
認
証
の
交
付

委
員
会
は
、
採
捕
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
と
ど
採
捕
承
認
証

(
第
四
号
様
式
。
以

下

｢

承
認
証｣

と
い
う
。)

を
交
付
す
る
。

三

承
認
証
の
書
換
交
付

採
捕
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
と

ど
採
捕
承
認
証
書
換
交
付
申
請
書

(

第
五
号
様
式)

に
よ
り
、
承
認
証
を
添
え
て
委
員
会
に
提
出

し
、
書
換
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

四

承
認
証
の
再
交
付

採
捕
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
を
亡
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
と
ど

採
捕
承
認
証
再
交
付
申
請
書

(

第
六
号
様
式)

を
委
員
会
に
提
出
し
、
承
認
証
の
再
交
付
を
受
け

る
こ
と
。

五

承
認
数
の
制
限

委
員
会
指
示
六
に
規
定
す
る
承
認
数
の
最
高
限
度
は
、
青
森
県
東
部
海
区
管
内
と
青
森
県
西
部

海
区
管
内
の
合
計
で
四
件
と
す
る
。

六

採
捕
数
の
制
限

委
員
会
指
示
八
に
規
定
す
る
採
捕
数
の
最
高
限
度
は
、
青
森
県
東
部
海
区
管
内
と
青
森
県
西
部

海
区
管
内
の
合
計
で
四
頭
と
す
る
。

七

採
捕
報
告
書
の
提
出

委
員
会
指
示
十
四
に
規
定
す
る
と
ど
採
捕
報
告
書
の
様
式
は
第
七
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

八

承
認
証
の
返
納

採
捕
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
期
間
終
了
後
速
や
か
に
承
認
証
を
委
員
会
に
返
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

青 森 県 報平成19年９月28日 金曜日 号外第81号3



( )青 森 県 報平成19年９月28日 金曜日 号外第81号 4



( ) 青 森 県 報平成19年９月28日 金曜日 号外第81号5



( )青 森 県 報平成19年９月28日 金曜日 号外第81号 6



( ) 青 森 県 報平成19年９月28日 金曜日 号外第81号7



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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